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・知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又は

と畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限する。 
・家畜伝染病まん延防止のため、不服申し立てをすることができない。 

 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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